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第24条（保険契約者による保険契約の解約）

（1）保険契約者は、いつでもこの保険契約を解約することができま
す。

（2）保険契約者が解約請求するときは、当社所定の書面を当社の本店
または指定した場所に提出するものとします。

（3）保険契約者が解約請求した場合、（2）に規定する書面が当社に
到着した日を解約日とし、保険契約は解約日の属する月の翌月1日
から将来に向かって効力を失います。

第24条（保険契約者による保険契約の解約）

（1）保険契約者は、いつでもこの保険契約を解約することができま
す。

（2）保険契約者が解約請求するときは、当社所定の書面を当社の本
店または指定した場所に提出するものとします。なお、保険契約
者は、当社所定の電磁的な方法で解約請求を行うことができます。

（3）保険契約者が解約請求した場合には、（2）に規定する書面また
は電磁的な請求書類が当社に到着した日を解約日として、保険契
約は解約日の属する月の翌月1日から将来に向かって効力を失い
ます。


